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真
宗
行
信
論
に
お
け
る
石
泉
僧
叡
の
異
義
と
そ
の
影
響

伊
　
藤
　
雅
　
玄

は
じ
め
に

親
鸞
の
主
著
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
は
、
行
と
信
と
の
関
係

が
肝
要
で
あ
り
難
解
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
行
信
論
」
と
呼
ば
れ
、
江
戸

時
代
よ
り
様
々
な
観
点
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
諸
々
の
先
行
研

究
で
は
、
学
僧
（
学
派
）
の
行
信
論
の
特
徴
が
示
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
学
説
を
立
て
る
に
至
っ
た
思
想
背
景
や
、
そ
の
学
説
が
後
に

与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

そ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
石
泉
僧
叡
（
一
七
六
二

―
一
八
二
六
）
の
行
信
論
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
僧
叡

の
行
信
理
解
に
対
し
て
聴
衆
よ
り
起
こ
っ
た
称
名
正
因
の
疑
義
を
端
緒

と
す
る
一
連
の
出
来
事
は
、
三
業
惑
乱
直
後
の
本
願
寺
派
の
学
林
内
に

於
け
る
最
も
大
き
な
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
件
で
異
義
と
さ
れ
た
僧

叡
の
行
信
論
の
内
容
は
、
先
行
研
究
で
も
度
々
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
僧
叡
の
講
義
を
受
け
て
出
さ
れ
た
本
如
の
「
御

直
命
」
お
よ
び
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、

異
義
と
さ
れ
た
僧
叡
の
行
信
論
と
そ
の
影
響
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
　
研
究
方
法

本
稿
で
は
、
以
下
の
手
順
で
、
僧
叡
の
行
信
論
と
そ
の
影
響
を
明
ら

か
に
す
る
。

一
　 

一
八
一
七
年
（
文
化
十
四
年
）
に
、
僧
叡
が
安
居
で
『
仏
説
無
量
寿

経
』
を
講
義
し
た
際
、
聴
衆
よ
り
称
名
正
因
と
の
疑
義
が
起
こ

り
、
そ
れ
に
応
じ
る
形
で
本
如
よ
り
出
さ
れ
た
「
御
直
命
」
の
内

容
を
検
討
す
る
。

二
　 

本
如
の
「
御
直
命
」
以
降
、
宗
内
で
起
こ
っ
た
称
名
正
因
の
異
義

内
容
を
検
討
す
る
。

三
　 

一
八
一
七
年
（
文
化
十
四
年
）
の
疑
義
を
受
け
、
僧
叡
は
『
柴
門
玄

話
』
を
著
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
受
け
、
一
八
二
五
年

（
文
政
八
）
に
出
さ
れ
た
「
達
書
」
の
内
容
を
検
討
す
る
。

二
　
本
如
の
「
御
直
命
」
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
手
順
一
を
行
う
。
三
業
惑
乱
直
後
の
学
林
内
に
於
い
て
、



― 133 ―

真
宗
行
信
論
に
お
け
る
石
泉
僧
叡
の
異
義
と
そ
の
影
響
（
伊
　
藤
）

行
信
論
上
、
最
も
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
の
は
僧
叡
の
一
件
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
一
八
一
七
年
（
文
化
十
四
年
）、
本
山
の
安
居
に
お
い
て

僧
叡
が
『
仏
説
無
量
寿
経
』
を
講
義
し
た
際
、「
法
相
表
裡
」「
禀
受
前

後
」
の
新
名
目
を
立
て
た
こ
と
に
由
る
も
の
で
、
こ
れ
に
対
し
て
聴
衆

か
ら
称
名
正
因
で
は
な
い
か
と
疑
義
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
、
本
如

よ
り
「
御
直
命
」
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

御
直
命

抑
、
去
寅
年
、
こ
の
か
た
宗
意
安
心
裁
断
の
消
息
を
以
て
教
示
せ
し
む
る
所
、

海
内
の
門
葉
粗
正
義
の
趣
納
得
せ
ら
れ
し
こ
と
、
喜
び
お
も
ふ
所
な
り
。
し
か

り
と
い
へ
ど
も
、
毫
も
宗
意
と
相
違
あ
ら
ば
、
自
他
を
あ
や
ま
つ
。
出
離
生
死

の
大
事
な
れ
ば
、
あ
く
ま
で
当
流
相
承
正
義
の
趣
を
明
白
に
決
得
あ
れ
か
し

と
、
今
日
大
衆
会
せ
し
む
る
に
付
て
、
拙
き
筆
を
染
て
、
当
流
相
承
正
義
の
趣

を
教
示
候
な
り
。
余
念
を
や
め
て
能
々
聴
聞
候
へ
。
夫
当
流
に
は
唯
他
力
信
心

ひ
と
つ
を
以
て
報
土
得
生
の
正
因
と
定
め
給
へ
り
。
故
に
高
祖
聖
人
の
み
こ
と

に
は
涅
槃
真
因
唯
以
信
心
と
教
へ
、
唯
の
言
を
以
て
棟
持
せ
し
め
給
ふ
。
聖
人

の
御
定
判
を
鑑
と
し
て
、
七
祖
の
釈
義
を
も
窺
べ
き
事
な
り
。
故
に
代
々
相
承

し
て
、
祖
師
聖
人
御
相
伝
一
流
の
肝
要
は
、
唯
こ
の
信
心
ひ
と
つ
に
限
れ
り
。

（
中
略
）
相
承
の
教
皆
聞
ら
る
所
に
て
、
往
生
定
得
と
の
た
ま
ひ
、
信
心
正
因

な
る
こ
と
明
々
白
々
た
り
。
此
外
に
若
往
生
の
正
因
あ
り
と
申
事
あ
ら
ば
、
当

流
に
は
名
も
な
き
こ
と
勿
論
な
り
。
都
而
承
引
す
べ
か
ら
ず
。（
中
略
）
こ
の
旨

能
々
相
守
り
、
相
互
に
名
利
人
我
を
離
れ
、
如
法
に
修
学
を
い
た
し
、
自
他
共

に
一
大
事
を
過
つ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。

 

（『
真
宗
史
料
集
成
』
六
、
一
七
九
上
―
一
八
〇
上
）

「
称
名
正
因
」
の
疑
義
に
対
す
る
「
御
直
命
」
で
あ
る
た
め
、
全
体

と
し
て
は
「
唯
信
正
因
」
が
強
調
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
波
線
部

分
に
注
目
す
る
と
、
宗
義
安
心
は
歴
代
宗
主
の
相
承
に
あ
る
と
い
う
点

を
重
視
し
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て
、
七
祖
を
理
解
す
べ
き
旨
が
示
さ
れ

て
い
る
）
1
（

。
裏
を
返
せ
ば
、
七
祖
か
ら
宗
祖
を
会
通
す
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
僧
叡
の
「
法
相
表
裡
」「
禀
受
前
後
」
の
二
名
目

の
内
、「
禀
受
前
後
」
が
歴
代
宗
主
の
相
承
と
親
し
い
の
に
対
し
て
、

「
法
相
表
裡
」
は
七
祖
か
ら
宗
祖
を
会
通
し
た
よ
う
な
趣
の
義
で
あ
る
。

つ
ま
り
波
線
部
分
か
ら
、
僧
叡
の
「
法
相
表
裡
」
の
名
目
が
、
特
に
問

題
視
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
傍
線
部
分
に
注
目
す
る
と
、
僧
叡
自
身
の
理
解
だ
け
で
は
な

く
、
他
人
（
所
化
）
に
誤
っ
た
理
解
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
誡

め
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
）
2
（

。

三
　「
称
名
正
因
」
に
対
す
る
批
判
の
高
ま
り

続
い
て
手
順
二
に
つ
い
て
、
本
如
の
「
御
直
命
」
を
受
け
、
宗
門
内

で
称
名
正
因
に
対
す
る
批
判
が
高
ま
る
様
子
を
見
て
い
く
。
一
八
二
四

年
（
文
政
七
年
）
十
二
月
に
は
、

二
十
日

一
在
京
﨟
上
并
所
化
中
よ
り
称
名
正
因
対
治
之
儀
願
出
候
事

廿
三
日

一
御
殿
江
右
口
称
正
因
対
治
願
書
を
、
勧
学
・
看
護
参
殿
さ
し
出
し
候
事

 
（『
学
林
万
検
』、『
三
百
五
十
年
史
』
資
料
編
一
、
四
六
二
上
）
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と
、
京
都
に
お
け
る
﨟
満
・
上
坐
や
所
化
の
間
で
「
称
名
正
因
」
に
対

す
る
批
判
が
高
ま
っ
て
い
る
様
子
を
示
す
記
述
が
見
ら
れ
る
。
更
に
翌

一
八
二
五
年
（
文
政
八
年
）
二
月
に
は
、

二
日

一
晨
朝
法
談
広
泉
寺
、
法
体
称
名
正
因
之
様
に
相
聞
へ
候
に
付
、
播
州
廓
超
・

越
中
獅
弦
、
香
房
へ
罷
出
掛
合
之
上
、
御
日
没
之
法
談
再
弁
有
之
候
事

 

（『
学
林
万
検
』
四
六
三
上
）

と
、
機
受
で
は
な
く
法
体
に
お
い
て
「
称
名
正
因
」
に
聞
こ
え
る
よ
う

な
義
に
対
し
て
も
批
判
が
起
こ
り
、
法
談
の
や
り
直
し
と
い
う
事
態
に

発
展
し
て
い
る
。

四
　
僧
叡
に
対
す
る
「
達
書
」

こ
こ
で
は
、
手
順
三
に
つ
い
て
、「
称
名
正
因
」
に
対
す
る
批
判
の

声
が
高
ま
る
中
、
一
八
二
五
年
（
文
政
八
年
）
五
月
に
、
騒
動
の
発
端

と
な
っ
た
僧
叡
に
対
し
て
出
さ
れ
た
「
達
書
」
の
内
容
を
見
て
い
く
。

達
書
　
芸
州
僧
叡

其
方
今
度
被
召
登
御
趣
意
之
儀
、
先
般
被
仰
出
候
称
名
正
因
と
申
儀
に
付
、
御

直
命
御
宗
教
に
致
違
戻
候
名
義
に
付
、
御
依
用
無
之
趣
被
仰
出
、
向
後
急
度
相

嗜
候
様
誓
書
迄
差
上
候
得
者
、
門
人
共
も
取
用
候
儀
無
之
処
、
国
々
に
お
ゐ
て

種
々
取
沙
汰
も
有
之
。
心
得
違
之
輩
申
募
り
候
族
も
有
之
趣
、
風
評
与
は
乍
申

容
易
不
成
事
故
、
被
召
登
御
聞
糺
之
処
、
於
自
督
は
無
相
違
之
趣
に
候
得
者
、

猶
徒
弟
共
心
得
違
無
之
様
可
被
申
諭
候
。
且
今
度
『
柴
門
玄
話
』
と
申
著
述
有

之
。
於
自
督
は
違
戻
無
之
趣
に
候
得
共
、
義
門
之
見
込
も
有
之
哉
。
法
相
之
表

裡
禀
受
之
前
後
抔
申
二
ヶ
条
、
珍
敷
名
目
に
候
間
差
止
め
可
然
候
。
是
等
之
儀

学
業
未
熟
之
者
惑
に
相
成
候
儀
、
深
く
御
苦
慮
被
為
在
候
間
、
此
旨
奉
恐
察
、

心
底
よ
り
奉
信
順
、
弥
自
行
化
他
無
油
断
被
仰
出
候
事

酉
五
月 

（『
学
林
万
検
』
四
六
六
上
）

僧
叡
は
、
一
八
一
七
年
（
文
化
十
四
年
）
に
『
仏
説
無
量
寿
経
』
を
講

義
し
た
際
に
、
所
化
よ
り
「
称
名
正
因
」
の
疑
義
が
起
こ
っ
て
以
来
、

未
だ
に
そ
の
風
評
を
払
拭
で
き
て
い
な
い
よ
う
で
、『
柴
門
玄
話
』
と

い
う
書
物
を
著
し
、
自
身
の
行
信
理
解
を
示
し
た
。
本
達
書
は
、
そ
の

内
容
を
踏
ま
え
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
傍
線
部
分
を
見
る
と
、
僧

叡
の
行
信
理
解
は
「
於
自
督
は
無
相
違
之
趣
に
候
」「
於
自
督
は
違
戻

無
之
趣
に
候
」
と
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、「
法
相
表
裡
」「
禀
受
前

後
」
と
い
う
独
自
名
目
に
関
し
て
は
、
使
用
禁
止
が
言
い
渡
さ
れ
る
に

至
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
注
目
す
べ
き
は
そ
の
理
由
で
あ
り
、「
未
熟

之
者
惑
に
相
成
候
」
と
、
初
学
者
を
惑
わ
せ
て
し
ま
う
点
が
問
題
）
3
（

と
さ

れ
、
こ
こ
で
も
「
化
他
」
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

一
八
一
七
年
（
文
化
十
四
年
）
に
出
さ
れ
た
称
名
正
因
の
疑
義
が
、

一
八
二
五
年
（
文
政
八
年
）
の
時
点
に
お
い
て
も
所
化
の
間
に
存
続
し

て
い
る
点
を
考
え
る
と
、
初
学
者
を
惑
わ
す
義
と
判
断
さ
れ
、
名
目
の

使
用
が
禁
止
さ
れ
る
の
も
や
む
を
得
な
い
と
言
え
よ
う
。
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お
わ
り
に

以
上
、
真
宗
行
信
論
に
お
け
る
石
泉
僧
叡
の
異
義
と
そ
の
影
響
に
つ

い
て
考
察
を
行
っ
た
。
異
義
に
関
し
て
は
、「
法
相
表
裡
」「
禀
受
前
後
」

の
二
名
目
の
内
、「
法
相
表
裡
」
が
「
聖
人
の
御
定
判
を
鑑
と
し
て
、

七
祖
の
釈
義
を
も
窺
べ
き
事
」
の
原
則
か
ら
外
れ
る
点
が
問
題
と
さ
れ

た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、『
柴
門
玄
話
』
を
著
し
、
結

果
的
に
安
心
上
問
題
が
な
い
（
称
名
正
因
に
あ
た
ら
な
い
）
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
初
学
者
に
誤
解
を
生
ま
な
い
よ
う
に
と
い
う
化
他
の
視
点

か
ら
、
こ
れ
ら
二
名
目
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
と
め
る
と
、「
聖
人
の
御
定
判
を
鑑
と
し
て
、
七
祖
の
釈
義
を
窺

う
」
と
い
う
原
則
の
も
と
、
僧
叡
の
一
件
以
降
の
真
宗
行
信
論
に
お
い

て
は
、
文
義
共
に
安
心
上
問
題
が
な
い
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
特
に

「
化
他
の
上
で
、
初
学
者
に
誤
解
を
生
ま
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
」
と

い
う
視
点
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
の
背
景
に

は
、
三
業
惑
乱
へ
の
反
省
と
、
三
業
派
の
よ
う
な
異
義
を
二
度
と
出
さ

な
い
よ
う
に
と
の
意
識
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

1
　
三
業
惑
乱
直
後
の
一
八
〇
六
年
（
文
化
三
年
）
に
学
林
が
再
開
さ
れ
た

際
、
運
営
の
方
向
性
を
示
す
べ
く
出
さ
れ
た
「
学
林
の
大
綱
」
の
第
一
条

に
も
、「
御
当
流
御
安
心
之
儀
者
、
御
代
々
善
知
識
御
相
承
被
為
在
之
」
と

示
さ
れ
て
い
る
。

2
　
同
様
の
記
述
は
、『
学
林
万
検
』（『
三
百
五
十
年
史
』
資
料
編
一
、

三
六
二
上
）
に
も
認
め
ら
れ
る
。

3
　
当
然
、
前
提
と
し
て
は
、「
学
林
の
大
綱
」
第
一
条
の
、「
新
名
目
を
相

立
候
事
堅
停
止
被
仰
付
候
事
」（『
学
林
万
検
』、『
三
百
五
十
年
史
』
資
料

編
一
、
二
九
三
上
）
を
受
け
た
、「
珍
敷
名
目
に
候
間
差
止
め
可
然
候
」

が
あ
る
。

〈
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宗
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真
宗
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書
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書
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九
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「
石
泉
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行
信
論
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学
論
叢
』
第
二
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号
、

一
九
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普
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円
「
石
泉
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行
信
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真
宗
研
究
』
第
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号
、

一
九
二
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普
賢
大
円
「
石
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叡
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行
信
論
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真
宗
研
究
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一
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号
、
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九
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八
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惠
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「
石
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叡
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の
行
信
論
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龍
谷
大
学
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第
二
八
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号
、

一
九
二
八

大
洲
誠
史
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信
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称
報
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称
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正
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石
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の
行
信
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窺
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教
学
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一
号
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六

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
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行
信
論
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僧
叡
、
本
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（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
学
院
研
究
生
）


